公園の雪置き場利用に関する注意事項
１　運用条件

　　・積雪深が６０ｃｍに達するなど、警戒準備体制となった場合のみ、雪置き場として利用する。
　　・除雪作業中に公園または第三者に損害を与えた場合は、道路除雪業務委託契約書第１２条に基づき対応する。
　　・防火水槽等の構造物がある公園は、利用の妨げにならないよう注意すること。
２　申請の流れ






３　運用の流れ



使用を希望する除雪協力企業が、別紙「大雪時の公園一時使用届（雪置き場）」を道路課へ提出する。（１１月２６日まで）





除雪協力企業から申請のあった公園のうち、雪置き場としての運用に適していると判断した公園の使用許可書を、道路課が一括して公園課へ提出する。





公園課から承認を得た公園のうち、車止めが設置されている公園のカギ（車止め等）を、申請協力企業へ貸与する。





福 井 市





除雪協力企業





公園内の安全管理など








３月末まで





ゴミ、砂利の除去など、現状復旧を行う。





　積雪深が６０ｃｍに達するなど、警戒準備体制となる。





状況確認のため、パトロール等を実施


使用した公園の取りまとめ





雪の搬入を実施


作業状況を、各ブロックへ報告








周辺自治会長へ、公園に雪を搬入する旨を連絡








全除雪協力企業に、メールにて雪置き場としての使用許可の連絡








